
札幌市公文書管理審議会異議申立て審査部会の運営要領の改正について 

１ 背景 

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号。以下「改正審査法」という。）

の制定により「審査請求」と「異議申立て」に分かれている現行の不服

申立ての手続きについて、「審査請求」に一元化されることとなった。

２ 改正の概要 

改正審査法が平成 28年 4月 1日に施行されるに伴い、題名又は本則に

記載のある「異議申立て」、「異議申立書」及び「異議申立人」をそれぞ

れ「審査請求」、「審査請求書」及び「審査請求人」に修正し、改正要領

を 4月 1日に施行する。

３ 新旧対照表 

 別添のとおり 

４ その他 

上記用語の変更以外に、運営などの変更はない。 

資料５ 



札幌市公文書管理審議会審査請求審査部会運営要領 

平成  年  月  日

札幌市公文書管理審議会決定

（趣旨）

第１条 この要領は、札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号。以下

「条例」という。）第３４条第１項の規定に基づき、札幌市公文書管理審議

会（以下「審議会」という。）に設置された、特定重要公文書の利用決定等

（条例第２１条に規定する利用決定等をいう。以下同じ。）に対する審査請

求（以下「審査請求」という。）に係る審査を行う部会の運営の方法等につ

いて、札幌市公文書管理審議会規則（平成２４年規則第４５号。以下「規則」

という。）第６条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

（名称）

第２条 審査請求に係る審査を行う部会を、札幌市公文書管理審議会審査請求

審査部会（以下「審査部会」という。）とする。

（報告等）

第３条 条例第３４条第２項の規定に基づき、審査部会の決議をもって審議会

の決議とした場合において、部会長は、審査部会の意見が過去の決議に反す

ることとなるときその他審議会で調査審議することが適当と認めるときに

は、直ちに会長にその旨を報告しなければならない。この場合において、会

長は、審査部会の決議を取り消すか否かを審議会に諮ることができる。

２ 部会長は、審査部会における調査審議を終えたときは、その結果を審議会

に報告するものとする。

３ 会長は、いつでも、審査部会に出席して発言できるほか、必要に応じ、部

会長に対して審査部会における調査審議の状況の報告を求めることができ

る。

（委員の回避）

第４条 委員は、特定の事件につき特別の利害関係を有すると判断した場合は、

会長にその旨を申し出て、当該事件に係る調査審議に参加しないことができ

る。

２ 会長は、審査部会で調査審議する事件につき前項の規定により調査審議に



参加しない委員が生じたときは、当該委員に代えて他の委員を当該事件に係

る調査審議に参加させなければならない。

（審査の手続）

第５条 審査部会は、条例第２６条第１項の規定により諮問を受けたときは、

公文書館長に対し、次に掲げる書面の提出等を求めるものとする。

 特定重要公文書利用請求書の写し

 特定重要公文書の利用決定等に係る通知書の写し

審査請求書の写し

 当該利用決定等の理由を記載した書面（以下「理由説明書」という。）

 条例第３５条第１項に規定する対象特定重要公文書等。ただし、当該対

象特定重要公文書等の提示を求める場合において、当該対象特定重要公文

書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理

由があるときは、その写しの提示を求めるものとする。

 条例第２３条第４項に規定する反対意見書が提出されたときは、当該反

対意見書の写し

２ 審査部会は、前項の規定により公文書館長から理由説明書の提出があった

ときは、その写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、相当の期間

を定めて、当該理由説明書に対する審査請求人及び参加人の意見等を記載し

た書面の提出を求めるものとする。ただし、審査請求の全部を容認するとき

は、この限りではない。

３ 審査部会は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その写しを

公文書館長に送付するものとする。

４ 審査部会は、対象特定重要公文書等に第三者に関する情報が記録されてい

るときは、必要に応じて、口頭又は文書により、当該第三者から意見を聴取

することができる。

（提出資料等の閲覧等）

第６条 条例第３５条第７項の規定により審査部会に提出された意見書又は

資料の閲覧又は複写を求めるものは、審査部会に対し、審査部会提出資料等

閲覧等申込書（様式１。以下「申込書」という。）を提出するものとする。

２ 審査部会は、前項の申込書の提出があったときは、当該閲覧又は複写に応



じるか否かについて、審査部会提出資料等閲覧等回答書（様式２）により、

当該申込書を提出した者に回答するものとする。

（会議録）

第７条 審査部会は、次の事項を記載した会議録を作成するものとする。

 会議の日時及び場所

 出席者の氏名

 会議に付した事案の件名

 議事の概要

 その他必要な事項

２ 会議録は、部会長の確認により確定する。

（委任）

第８条 この要領に定めるもののほか、審査部会の運営に関し必要な事項は、

部会長が審査部会に諮って定める。

   附 則

 この要領は、平成２８年４月１日から施行する。



札幌市公文書管理審議会異議申立て審査部会運営要領（平成２５年７月２５日札幌市公文書管理審議会決定）新旧対照表

現   行 改 正 案 備   考

札幌市公文書管理審議会異議申立て審査部会要領

第１条 この要領は、札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号。

以下「条例」という。）第３４条第１項の規定に基づき、札幌市公文

書管理審議会（以下「審議会」という。）に設置された、特定重要公

文書の利用決定等（条例第２１条に規定する利用決定等をいう。以下

同じ。）に対する異議申立て（以下「異議申立て」という。）に係る審

査を行う部会の運営の方法等について、札幌市公文書管理審議会規則

（平成２４年規則第４５号。以下「規則」という。）第６条の規定に

基づき、必要な事項を定めるものとする。

第２条 異議申立てに係る審査を行う部会を、札幌市公文書管理審議会

異議申立て審査部会（以下「審査部会」という。）とする。

第３条及び第４条 （省略）

第５条 審査部会は、条例第２６条第１項の規定により諮問を受けたと

きは、公文書館長に対し、次に掲げる書面の提出等を求めるものとす

る。

 特定重要公文書利用請求書の写し

 特定重要公文書の利用決定等に係る通知書の写し

 異議申立書の写し

 当該利用決定等の理由を記載した書面（以下「理由説明書」と

いう。）

 条例第３５条第１項に規定する対象特定重要公文書等。ただし、

当該対象特定重要公文書等の提示を求める場合において、当該対

象特定重要公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認める

ときその他合理的な理由があるときは、その写しの提示を求める

ものとする。

 条例第２３条第４項に規定する反対意見書が提出されたとき

は、当該反対意見書の写し

２ 審査部会は、前項の規定により公文書館長から理由説明書の提出が

あったときは、その写しを異議申立人及び参加人に送付するととも

に、相当の期間を定めて、当該理由説明書に対する異議申立人及び参

加人の意見等を記載した書面の提出を求めるものとする。ただし、異

議申立ての全部を容認するときは、この限りではない。

以下省略

札幌市公文書管理審議会審査請求審査部会要領

第１条 この要領は、札幌市公文書管理条例（平成２４年条例第３１号。

以下「条例」という。）第３４条第１項の規定に基づき、札幌市公文

書管理審議会（以下「審議会」という。）に設置された、特定重要公

文書の利用決定等（条例第２１条に規定する利用決定等をいう。以下

同じ。）に対する審査請求（以下「審査請求」という。）に係る審査を

行う部会の運営の方法等について、札幌市公文書管理審議会規則（平

成２４年規則第４５号。以下「規則」という。）第６条の規定に基づ

き、必要な事項を定めるものとする。

第２条 審査請求に係る審査を行う部会を、札幌市公文書管理審議会審

査請求審査部会（以下「審査部会」という。）とする。

第３条及び第４条 （現行のとおり）

第５条 審査部会は、条例第２６条第１項の規定により諮問を受けたと

きは、公文書館長に対し、次に掲げる書面の提出等を求めるものとす

る。

 特定重要公文書利用請求書の写し

 特定重要公文書の利用決定等に係る通知書の写し

 審査請求書の写し

 当該利用決定等の理由を記載した書面（以下「理由説明書」と

いう。）

 条例第３５条第１項に規定する対象特定重要公文書等。ただし、

当該対象特定重要公文書等の提示を求める場合において、当該対

象特定重要公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認める

ときその他合理的な理由があるときは、その写しの提示を求める

ものとする。

 条例第２３条第４項に規定する反対意見書が提出されたとき

は、当該反対意見書の写し

２ 審査部会は、前項の規定により公文書館長から理由説明書の提出が

あったときは、その写しを審査請求人及び参加人に送付するととも

に、相当の期間を定めて、当該理由説明書に対する審査請求人及び参

加人の意見等を記載した書面の提出を求めるものとする。ただし、審

査請求の全部を容認するときは、この限りではない。

以下現行のとおり

行政不服審査法

（平成26年法律

第 68号）制定に

伴う規定整備



様式１

審 査 部 会 提 出 資 料 等 閲 覧 等 申 込 書

 年  月  日

（あて先）札幌市公文書管理審議会異議申立て審査部会

郵便番号 

住所（又は居所）

氏名 
法人その他の団体にあっては，その名称，事

務所又は事務所の所在地及び代表者の氏名

連絡先      電話番号 

 札幌市公文書管理条例第３５条第７項の規定に基づき、次のとお

り札幌市公文書管理審議会異議申立て審査部会に提出された意見書

又は資料の閲覧・複写を申し込みます。

１ 閲覧・複写の申込

みに係る意見書又は

資料の名称又は内容

２ 閲覧・複写の区分

 閲覧     写しの交付

３ 備考

（記載しないでく

ださい。）

様式１

審 査 部 会 提 出 資 料 等 閲 覧 等 申 込 書

 年  月  日

（あて先）札幌市公文書管理審議会審査請求審査部会

郵便番号 

住所（又は居所）

氏名 
法人その他の団体にあっては，その名称，事

務所又は事務所の所在地及び代表者の氏名

連絡先      電話番号 

 札幌市公文書管理条例第３５条第７項の規定に基づき、次のとお

り札幌市公文書管理審議会審査請求審査部会に提出された意見書又

は資料の閲覧・複写を申し込みます。

１ 閲覧・複写の申込

みに係る意見書又は

資料の名称又は内容

２ 閲覧・複写の区分

 閲覧     写しの交付

３ 備考

（記載しないでく

ださい。）

行政不服審査法

（平成26年法律

第 68号）制定に

伴う規定整備



様式２

審 査 部 会 提 出 資 料 等 閲 覧 等 回 答 書

                        第   号

  年（  年） 月  日

          様

 札幌市公文書管理審議会異議申立て審査部会長（会長氏名） 印

年  月  日付けの審査部会提出資料等の閲覧等の申込

みについて、次のとおり決定したのでお知らせします。

１ 審査部会提出資料

等の名称又は内容

２ 決定の内容及び理

由

３ 閲覧又は複写の日

時及び場所 日時

午前

 年 月 日  時 分

午後

場所

４ 事務担当課  局  部  課  係

電話 

５ 備考

注 この通知書を持参の上、指定の日時においでください。

なお、上記の日時に来られない場合は、事前にその旨を電

話等で担当課まで連絡してください。

様式２

審 査 部 会 提 出 資 料 等 閲 覧 等 回 答 書

                        第   号

  年（  年） 月  日

          様

 札幌市公文書管理審議会審査請求審査部会長（会長氏名） 印

年  月  日付けの審査部会提出資料等の閲覧等の申込み

について、次のとおり決定したのでお知らせします。 

１ 審査部会提出資料

等の名称又は内容

２ 決定の内容及び理

由

３ 閲覧又は複写の日

時及び場所 日時

午前

 年 月 日  時 分

午後

場所

４ 事務担当課  局  部  課  係

電話 

５ 備考

注 この通知書を持参の上、指定の日時においでください。

なお、上記の日時に来られない場合は、事前にその旨を電

話等で担当課まで連絡してください。

行政不服審査法

（平成26年法律

第 68号）制定に

伴う規定整備


